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通所介護事業所等に対する休業要請への対応に関するお知らせ 

 

この度、名古屋市保険福祉局長より通知されました名古屋市緑区および南区を対象とした「通所

介護事業所等に対する休業の要請について」に関し、現時点における当社の対応方法を、下記の通

りお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 休業要請の趣旨 

名古屋市南東部において、高齢者に新型コロナウイルス感染症が発生していることを受け、今

後の感染症の発生の予防およびそのまん延を防止するため、南区および緑区の通所介護事業所（デ

イサービス）、認知症対応型通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所に対し、休業が要請され

ました。 

 

2. 当社における対象事業所 

この休業要請における当社の対象事業所は下記の通りです。なお、現時点において当社デイサ

ービスのお客様に感染者は確認されておりません。 

事業所名 所在地 

ツクイ名古屋緑 名古屋市緑区 

ツクイ名古屋緑浦里 名古屋市緑区 

※ 名古屋市南区内に当社が運営するデイサービスはありません。 

 

3. 休業期間 

2020年 3月 7日（土）から 3月 20日（金） 

 

4. 休業中の対応 

休業する 2 事業所のお客様のうち、デイサービスのご利用が必要なお客様については、行政や

関係機関と連携のうえ当社の近隣事業所でサービスを提供いたします。その他、ケアが必要なお

客様については、ご希望に応じて訪問でのサービスを提供する予定です。 



 

 

5. 業績への影響について 

今回の休業による業績への影響につきましては軽微であります。今後当社の連結業績に重大な

影響を及ぼすことが確認された場合は速やかに開示いたします。 

 

以 上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社ツクイ IR・広報部 

TEL045-842-4193 


